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平成21年９月30日（水曜日）

午前10時１分開会

会議に付した案件

○概要説明

総務部

１．公社等改革指針の見直し及び対象とす

る法人の範囲について

○協議事項

１．出資法人等への関与事項を定める条例

について

２．県外調査について

３．次回委員会について

４．その他

出席委員（13人）

委 員 長 丸 山 裕次郎

副 委 員 長 武 井 俊 輔

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 福 田 作 弥

委 員 星 原 透

委 員 十 屋 幸 平

委 員 河 野 安 幸

委 員 山 下 博 三

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 髙 橋 透

委 員 河 野 哲 也

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総務部

総 務 部 長 山 下 健 次

総 務 部 次 長
土 持 正 弘

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
萩 原 俊 元

（財務・市町村担当）

部参事兼総務課長 堀 野 誠

部参事兼人事課長 四 本 孝

行 政 経 営 課 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 西 野 博 之

事務局職員出席者

政策調査課主査 松 下 新 一

政策調査課副主幹 福 島 久 大

○丸山委員長 ただいまから行財政改革特別委

員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程案をごらんくださ

い。本日は、総務部から公社等改革指針の見直

し及び対象とする法人の範囲について説明を受

けた後、出資法人等への関与事項を定める条例

等について、御協議していただく予定になって

おりますが、このように取り進めてよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時３分再開

○丸山委員長 委員会を再開いたします。

総務部においでいただきました。総務部にお

きましては、現行の公社等改革指針の推進期間

が今年度で終了することから、当指針の見直し
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が進められておりますので、本日は、公社等改

革指針の見直し及び対象とする法人の範囲など

について説明をいただきたいと思います。それ

では、よろしくお願いいたします。

○山下総務部長 総務部でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

座って説明させていただきます。

本日の説明事項でございますが、御指示のあ

りました公社等改革指針の見直し及び対象とす

る法人の範囲についてでございます。詳細につ

きましては、行政経営課長から説明をいたさせ

ます。よろしくお願いいたします。

私のほうからは以上でございます｡

○桑山行政経営課長 それでは、私のほうから

お手元の資料に基づきまして御説明をさせてい

ただきます。お手元の資料につきましては、文

章から成っておる本文と、それから、Ａ３でつ

くっております大きな表がございます。これを

使って説明させていただきます。

まず、本文の１ページをごらんください。公

社等改革指針の見直し及び対象とする法人の範

囲についてでございます｡

まず、１の公社等改革指針の見直しの必要性

でございますが、県では、平成16年３月に宮崎

県公社等改革指針を策定しまして、また、19年

３月には改訂を行いまして、21年度、本年度ま

での６年間、県が出資等を行っております公社

等の統廃合、あるいは自立化の促進、さらには

県の人的・財政的関与の見直しを等を推進しま

して、委員会でも御説明しておりますように、

一定の成果を上げてきたところであるというふ

うに思っております。しかしながら、ＮＰＯと

の協働とか、あるいは民間企業等へのアウト

ソーシングの推進などを通じまして、公共サー

ビスの担い手が公社等に限らず多様化してきて

おります。それから、民による公益の増進と

いったことを目的とする新公益法人制度がス

タートしまして、営利を目的としない社団、財

団が登記のみで簡便に法人格を取得できる制度

が昨年12月に創設されました。これに伴いまし

て、従来からの財団あるいは社団法人につきま

しては、あと４年ちょっと間に新制度への移行

が求められております。こういったことなど、

公社等を取り巻く環境が大きく変化しておりま

す。また、さらに本県の財政状況、一段と厳し

さを増していることから、今後とも、公社等の

あり方や県の関与の必要性等について、徹底し

た見直しを進めていく必要があるということで

ございまして、新たな改革指針を策定したいと

いうふうに考えております。

次に、２の新たな公社等改革指針案の概要で

ございます。まず、（１）の基本的な考え方で

ございますが、①にありますように、公社等の

役割、県の関与のあり方を徹底的に見直すこと

によりまして、公社等の統廃合及び経営自立化

の促進を図ってまいりたいというふうに考えて

おります。それから、②でありますけれども、

県の厳しい財政状況を踏まえまして、スピード

感を持って、実効性、確実性のある改革を推進

したいというふうに考えております。それか

ら、③でございますが、第三者の視点の導入

や、県民にわかりやすい公表によりまして、改

革の透明性を高めていきたいというふうに思い

ます。この３つを基本に、指針の策定に取り組

んでいきたいというふうに思っております。

次に、（２）の見直し案のポイントでござい

ます。まず、①の推進期間でありますが、これ

は、これまでと同様、３年間といたしまして、

スピード感を持って取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。それから、②の対象
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公社等の見直しでございます。この詳細につき

ましては、次ページ以降で御説明したいと思い

ますが、この委員会でいただきました御意見な

ども踏まえまして、今回、基準を改正しまし

て、対象とする公社等の見直しを行うこととし

たいというふうに考えております。この②のと

ころの本文にありますように、従来からの基準

であります県の出資につきましては、比率の低

いものは対象から除外することとしまして、比

率によって下限を設けるというふうにしたいと

思っております。ただ一方で、新たに県の人的

な関与、財政的な関与を基準に加えまして、よ

り幅広い視点から県の関与度を判断しまして、

対象公社等の追加あるいは削除を行いたいとい

うふうに考えております。それから、③であり

ますけれども、各公社等における改革の方向性

の明確化ということで、各公社等ごとに事業の

公益性や県への収入依存度等の視点から、存在

意義あるいは自立度を判断しまして、実施事業

あるいは県の関与の見直しなど、改革の具体的

な工程を策定していきたいというふうに思って

おります。次のページをお願いいたします。④

でありますけれども、全体的な数値目標の設定

ということで、改革の実効性を担保するため

に、新しい指針案では県職員の派遣数あるいは

県財政支出額の縮減などにつきまして、全体的

な数値目標を設定して取り組んでいきたいとい

うふうに思っております。それから、⑤ですけ

れども、点検・評価の実施ということで、これ

までもやっておりますけれども、毎年度、庁内

に設置する委員会で点検・評価を実施し、そし

てホームページで評価結果を公表する、こう

いった取り組みを行いまして、進捗状況の管理

あるいは透明化を図ってまいりたいというふう

に思っております。

次に、３でございます。先ほど申し上げまし

た対象公社等の選定基準案、この見直しについ

てでございます。（１）の基準の見直しについ

てでございますけれども、「現行」を「見直し

後」という内容に見直したいというふうに考え

ております。現行のほうをごらんいただきます

と、②の特殊事情のあります社会福祉事業団、

このほかは①のとおり、県が出資を行っている

法人について、出資比率や額にかかわりなく、

すべてを対象としておりまして、これに対し、

見直し後（見直し案）のほうでは、出資につい

ては、①にありますように、県の出資割合が25

％以上であり、かつ、県が最大出資である法人

というふうにしまして、対象を限定したいと

思っております。

この出資比率25％の考え方でありますけれど

も、（２）の①出資（見直し）というところを

ごらんいただきたいと思いますが、地方自治法

に基づく監査委員による監査対象法人の範囲、

それから同法に基づきます議会への経営状況報

告対象法人（現行50％以上）となっております

けれども、これについて第29次の地方制度調査

会が見直し案として25％以上というものを挙げ

ております。こういったものを踏まえまして、

この割合以上というふうに限定したいと考えて

おります。

次に、見直し後の枠内の②にありますけれど

も、見直し案では、新たに、県の関与が高い法

人というものを基準として設けたいというふう

に思っております。具体的には、（ア）であり

ますけれども、県職員を派遣している法人で、

その法人収入に占める県の財政支出割合が50％

以上または県の財政支出額がおおむね１億円以

上であるもの、それから（イ）でありますけれ

ども、これは、財政支出に関する基準は（ア）
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と同じですが、人的関与の部分に関して、県の

現役職員は派遣されていない場合でも、県の退

職者が県の推薦によって常勤役員に就任してい

る法人、これは対象に加えようとするものでご

ざいます。これについての考え方は、（２）の

②にありますように、出資がない、あるいはわ

ずかな場合でありましても、県職員が派遣さ

れ、かつ、法人収入の大半を県の財政支出が占

めているような場合には、一般的にはやはり県

の関与は高いとみなされると考えます。そう

いったことから創設するものでございます。な

お、県職員の派遣につきましては、現役に限ら

ず、ＯＢが県の推薦を受けて役員に就任してい

る場合も対象に加えまして、また、財政支出50

％以上という比率だけではなくて、おおむね１

億円以上といたしましたが、やはり多額の財政

支出をやっているという場合には対象に加える

べきと考えて、このような基準としたものでご

ざいます｡

次に、この基準案を県が出資、あるいは人

的・財政的関与・支援を行っている法人に当て

はめた結果、対象となる法人を次の３ページの

ほうの４に総括的に記載しております。それか

ら、別紙のほうに、別表１、２、３、４といっ

たものを別表にしております。これをあわせて

ごらんいただきながら御説明をさせていただき

たいと思います。本文のほうの表の中のまず別

表１、出資の関係ですが、基準①に該当する法

人が25法人ございます。これが別表１の表でご

ざいます。この表の一番上の部分に①出資（出

捐）状況という欄がございますが、ここの出資

割合が25％以上である、それからその右の最大

出資者であるかどうかに丸がついている、この

２つに該当するものがこの25法人であります。

法人名にすべて網かけがかかっておりますけれ

ども、これは、現行の公社等改革指針の対象で

もあるということを示しておりまして、現行

の49の法人のうち、ここに25法人、約半数が挙

がっておりますが、この約半数の25法人がこの

出資の基準によりまして、引き続き指針の対象

となるということでございます｡

次に、新しい基準の②の（ア）に該当する法

人が10法人ございます。それが別表２でござい

ます。この表の一番上のほうの②という欄で県

職員、ＯＢ数という欄がございます。この中の

県職員のところに該当がありまして、その右の

③法人への県財政支出状況（21年度当初予算）

というのがございます。そこの県財政支出割合

が50％以上、または額が１億円以上という法人

であります。なお、このおおむね１億円以上と

いう基準につきましては、おおむねということ

でありますので、9,000万以上を目安にして考え

ておりまして、この表の６番目、７番目の物産

振興センターあるいは職業能力開発協会、この

辺は支出額は9,000万台で１億円に達しておりま

せんが、過去２年間の決算額等も踏まえまし

て、対象とするという取り扱いにしておりま

す。この新しい基準によりまして、ただいま申

し上げた２つのほか、３番目の社会福祉協議

会、10番目の体育協会など網かけのかかってい

ない８法人、これが対象に加わってまいりま

す。

次に、大きい表をおめくりいただきまして、

２枚目をごらんいただきたいと思います。新し

い基準の②の（イ）、ＯＢが関係する基準です

が、これに該当する法人が４法人でございま

す。これらの法人には右端の総合判定（案）と

なっておりますが、その中に備考というのがご

ざいます。ここに記載しておりますように、Ｏ

Ｂが１名あるいは複数名いるんですが、そのう
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ち役員に就任している者が、具体的にポストを

書いておりますが、います。それから財政支出

の欄の財政支出割合あるいは金額、この基準か

ら該当するということでございます。ここには

公衆衛生センターほか４法人が新たに対象とし

て加わることになります。

それから、今、この２つの新しい基準で、額

につきましておおむね１億円以上というふうに

申し上げましたが、この１億円以上の中に指定

管理料が含まれている場合には、公募手続とい

う、いわば競争により県と契約したものが指定

管理料でありますので、それはこの１億円とい

う額からは該当がある場合には除外することに

しております。同じような考え方で、競争入札

によりまして、工事の請負を受けたとか、ある

いは業務の受託をしたといったものは、その金

額を除外することにしております。

ちょっと細かい説明で大変恐縮なんですが、

その該当としまして、次の３ページの表をごら

んいただきたいと思いますが、31番、視覚障害

者福祉協会、ここは一番右に書いておりますＯ

Ｂが１名、理事として行っておりますが、財政

支出割合は85.1％、50％を超えておるんです

が、指定管理料を除きますと40％に下がる、こ

ういったことで、基準②から外れることになり

ます。同様に、34番の治山林道協会とか、ある

いは50番の自家用自動車協会、ここも競争入札

で車庫証明の関係の業務等を受けておりますの

で、その分の額を引きますと該当から外れると

いったことがございます。

もとに戻っていただきまして、本文の３ペー

ジの４の（１）、（２）をごらんいただきたい

と思います。ここに、いわゆるこの基準には該

当しないんですけれども、対象とする法人を２

つ掲げてございます。別表のほうにも掲げてお

りますけれども、まず、ソフトウエアセンター

でございますけれども、これにつきましては、

出資の目的に照らして法人のあり方を検討する

必要がある、また、累積欠損金を抱えておりま

して、経営状況についても留意する必要がある

ということから、商法法人でございますが、一

応対象にしたいというふうに思っております。

それから、（２）ミヤチクでございますけれど

も、出資のあり方について引き続き検討をする

必要があるということで、基準には該当しませ

んが、この２つの商法法人につきましては、い

わゆる指針の対象としたいというふうに考えて

おります。以上の結果、対象法人数は、４の表

にありますように、41法人ということになりま

す。現行が49でありますので、８つ少なくなる

ということでございます。

最後に、３ページの５の公社等改革指針の対

象としない法人でありますけれども、これは、

本文の表にありますように、基準①に該当する

が、対象としない法人、それから①、②いずれ

にも該当しないので対象としない法人、65法人

を対象としないこととしたいというふうに思っ

ております。

まず、基準に該当するが、対象としない法人

につきましては、大きい表の別表５にも記載し

ておりますが、本文のほうの（１）をごらんい

ただきたいと思いますが、生乳検査協会でござ

います。これは、21年度末に解散することから

対象としないということでございます。それか

ら、信用保証協会、漁業信用基金協会、これに

つきましては、特別法に基づく法人でございま

して、融資の際の公的な保証人になるというこ

とでございます。これにつきましては、基本財

産への出資につきましては、国の信用補完制度

の枠組みの中で、国や県、市町村、金融機関が
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協調して行う、それから監督庁も国である、こ

ういった事情から、他とはちょっと性質が異な

るということで、対象から除外したいと思いま

す。この３つの法人につきまして、基準に該当

しますが、対象としないというふうにしたいと

思います。

それから、いずれにも該当しない法人が62法

人ございまして、これは大きな表の２ページか

ら３ページにかけて別表６ということで記載し

ております。この中で、特に申し上げるものと

いたしましては、大きな表の別表６の中の３番

目と４番目に県南地域新地場産業創出セン

ター、都城圏域地場産業振興センターがござい

ますけれども、これにつきましては、県の出資

比率が25％を超えておりますけれども、最大出

資者がそれぞれ日南市、都城市であることから

対象から除外しております。

以上のような基準の見直しを行いました結

果、大きい表の２ページのところに、別表５の

生乳検査協会、信用保証協会、漁業信用基金協

会の３つと、別表６のアイバンク協会から青島

リゾートまでの17、この20が今回の見直しで対

象から外れまして、一方で、別表２、別表３の

網かけをしていない12法人が新たに加わる、そ

ういう出入りになりまして、49法人から41とい

う法人数になるところでございます。

説明は以上でございますけれども、公社等に

つきましては、県が出資、あるいは人的・財政

的支援を行っておりますけれども、やはり独立

した法人格を有しておりまして、この改革等に

際しましては、県と公社と双方が十分な理解と

共通認識を持って取り組むことが必要であると

思います。今後、対象とする公社等につきまし

ては、これまでこの委員会で委員の皆様からい

ただきました意見等も十分踏まえながら、具体

的な改革工程の策定を進めていきたいというふ

うに思っております。

それから、この指針案全体につきましては、

今後、策定作業を進めまして、年内には最終に

近いような案をまたお示しできるように進めて

まいりたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。説明は以上でございます。

○丸山委員長 説明は終わりました。質疑等が

ありましたら、御発言をお願いいたします。

○鳥飼委員 基本的な考え方について、まずお

尋ねをしたいと思いますが、対象公社の選定基

準というのが、法人への出資割合が25％、出資

の限度を設けて、これは自治法の改正等があり

ますから、ということで、前回は現行の分とい

うのは一律に計上しておったということで、い

かにも機械的な感じはしていたんですね。ケー

ブルテレビとかですね。それぞれの実態に合わ

せたということになるのかなと思っているんで

すけれども、基本的な考え方も書いてあります

けれども、補足で説明をいただきたいと思いま

す。現行の出資法人を、今までは自治法で決め

たのでは50だったわけですから、それをなぜ変

えていったのか。

それから、１億円ということなんですけれど

も、例外があって9,100万も１億円ですわという

ことなんですけれども、果たしてこれがおおむ

ね１億円以上と言えるのかどうかというのもあ

るんですけれども、基本的な考え方をもう一回

説明していただきたいと思います。

○桑山行政経営課長 まず、出資についてでご

ざいますけれども、委員のお話のように、これ

まで一律にやっておりました。そうした中で、

環境科学協会あたりにつきましては非常に少な

いという御指摘もいただいたところでございま

す。そうした中で、自治法では50％という基準
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がございましたし、監査対象では25％という数

字がございます。それから、他県のほうでも一

定の比率ということで25％以上を設定している

ところもございます。公社等の改革に関して、

いわゆる全庁的なこうした指針のレベルで対象

としてやるには、やはり25％程度、相当程度の

出資比率があるものを対象としたほうが好まし

いのではないかということで、このような基

準、25％を設定したところでございます。もち

ろん、25％未満のものにつきましても、従来か

らと同様に、各部局、各担当課におきまして、

引き続き指導等を行っていく必要があるという

ふうに思っております。

それから、特に額についてのお尋ねであった

と思いますけれども、比率の50％につきまして

は、特定の法人の収入の過半を県の支出が占め

るというのは、やはり県として関与が高いとい

うことで、一定程度皆さんの御理解をいただけ

るんではないかと思います。ただ、その場合、

対象法人の予算規模が非常に大きい場合には、

多額の財政支出を行っていても、県の財政支出

の比率が低いがゆえに対象とならないという状

況が当然起きてまいりますので、そうなります

と、やはり県民の皆さんからの貴重な税金を使

うという観点からしますと、一定の額、規模の

あるものは対象として、やはり効率的な支出、

効果の高いの支出方法を考えるべきであるとい

うことでこの額を設定しております。そういっ

た趣旨でございますので、１億円というもの

も、明確に１億円を500万、1,000万下回ったら

対象外とするよりも、過去の決算の数値も見

て、１億円に近いところに県の支出額がずっと

続いているようなところは、対象に含めるほう

がむしろよいのではないかというふうに考え

て、9,000万という数字も運用上、設けていると

ころでございます。

○鳥飼委員 考え方はわかりましたけれども、

ただ、9,100万か１億かということで、恣意的に

なる部分も出てくるんではないかということを

懸念するものですから、その辺の運用はしっか

りお願いをしておきたいと思います。

確認なんですけれども、２ページの下段の県

の関与が高い法人（創設）なんですけれども、

これの２行目の「法人収入の大半を県からの財

政支出が占めているような場合」、これは50％

と見ていいんでしょうか。

○桑山行政経営課長 この２行目の記述は、一

般的には県民の皆様あたりが受けとめた場合の

大半という表現をしております。そこの受けと

め方はいろいろあるかもしれませんが、具体的

な基準としては、これを50％というふうに設定

をしているところでございます。

○鳥飼委員 わかりました。

それと、指定管理料の件なんですけれども、

指定管理料は競争入札で云々とかいうような御

説明がありましたけれども、これもやはり県の

財政支出額に変わりはないわけで、これを除外

するということは、やはり取引になるわけです

から妥当ではないような感じがするんですけれ

ども、指定管理料も年にし直して算定すべきで

はないかというような感じがするんですけれど

も、そこ辺についてお伺いします。

○桑山行政経営課長 指定管理の件につきまし

ては、本県での指定管理の仕組みにつきまして

は、公募によりまして、委員会をつくりまして

審査をして決定するというところで、そこに一

定の競争が働いて、特定の法人なりが指定管理

者となるということでございまして、いわば契

約でいいますと随意契約というものがあります

けれども、それに対して競争入札になります。
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今の本県での指定管理者制度というのは、いわ

ば競争入札の形で法人が決定されておりますの

で、そうして受ける指定管理料というものは対

象外としてもよいのではないかというふうに考

えて、外すことにしております。

○鳥飼委員 確かに、競争が働いてはいるんで

すけれども、ほかの財政支出についても議会の

チェックも働いているということなんですけれ

ども、ここだけ外すと、げたというか、基礎に

なる部分、そこを外してしまうわけですから、

ぐっと下がってくるというのもありまして、私

はそんな感じがしておりますのでお尋ねをした

ところでございます。

それと、指定管理者のはたくさんあります

ね。公園協会とかいろいろありますが、それは

今の質問の中に含まれると思いますので、それ

はそれでお答えいただいたということにしたい

と思いますが、例えば、対象としない法人、別

表６の50番の自家用自動車協会というのがあり

ます。ここは、確かに、競争入札につきという

ようなことにはなっておるんですけれども、財

政支出割合が８割、そして支出額が１億1,000

万。かなり額が多いんですね。人的なところも

県のＯＢが７名というようなことになっており

まして、ここは妥当なのかなというような感じ

がしております。ここの御説明をもう一回お願

いできますか。

○桑山行政経営課長 自家用自動車協会の件に

ついて申し上げますと、ここが自動車保管場所

現地調査業務を県から受託しております。車庫

調査業務というんでしょうか、こういったもの

を受託しておりまして、これがいわゆる競争入

札ということでございまして、それを除きます

と、この備考欄にありますように、すべてが競

争入札でございますので、そこが競争入札に敗

れてこの仕事をとれなかったら県の支出はゼロ

になるということでございます。そうしたこと

から対象外にしておるところでございます。

○鳥飼委員 確認しますけれども、車庫の認定

検査、この自動車協会以外にそのような団体と

いうのは県内にはあるんでしょうか。

○桑山行政経営課長 具体的な団体名等は把握

していないんですが、この競争入札に参加した

ところはあったように伺っております。

○鳥飼委員 私が申し上げたいのは、１カ所で

はないかなというような感じがしまして、１カ

所でしたら、ここがとらざるを得ない。確か

に、聴覚障害者センターとか、そういうところ

は当然、そこになるべきだというところもござ

いますけれども、この場合は、もし、そうだと

するならば、妥当ではないんじゃないかなとい

うような感じがしますので、申し上げました。

もう一点なんですけれども、61番、スポーツ

施設協会というのがありますけれども、これも

指定管理料が入っているからというようなこと

なんですが、県の財政支出額は３億9,800万で支

出割合が89％と非常に高いんですね。ここらあ

たりも指定管理料を除くとというようなことに

なっている。これも額が極めて高いので、私は

妥当ではないんじゃないかなという気がするん

ですけれども、いかがでしょうか。

○桑山行政経営課長 スポーツ施設協会、今、

お話のありましたように、ライフル射撃場と運

動公園内の施設を指定管理者として受託してい

るところでございますけれども、これもやはり

競争によるものでございまして、委員会のほう

で調査に行かれた際にも、教育委員会からお答

えしておるかとも思いますが、もし、指定管理

者になれなかったらということで、やはり解散

になるというようなことを教育委員会のほうで
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も申し上げておるようでございます。そういっ

た競争性のある指定管理をとっているという状

況でありますので、額は大きいんですけれど

も、除外しております。ただ、指定管理の関係

につきましては、公社等改革からの視点ではな

くて、指定管理者制度の中で、公募の際の条件

をちゃんと設定するということとか、あるいは

受けたところに対して、モニタリング等の実施

によって適正な公の施設の運営をやっていただ

くとか、そういった指定管理制度の面からのい

ろんな適正化が必要な場合は図っていく必要が

あるというふうに思っております。

○鳥飼委員 私が指定管理者のことを申し上げ

るのは、指定管理者の運用の中で、たびたび申

し上げてきましたけれども、職員の採用のあり

方といいますか、身分のあり方を含めて、果た

して大丈夫なのかなと。私も知るすべがありま

せんので、直接こういう問題があったというよ

うな聞き方しかできないものですから申し上げ

たわけなんですけれども、そこは原課といいま

すか、担当主管課がチェックといいますか、し

ていくということになるだろうと思うんですけ

れども、そこあたりも私も一定程度申し上げる

場面があってもいいんじゃないかということで

今、課長にお聞きしたところです。結構です。

○十屋委員 個別の一つ一つのあれは別なんで

すが、基本的な考え方で、今、鳥飼委員が言わ

れたように、先ほど課長の説明の中で、県民の

皆様からの大切な税金を使う考えからというこ

とで取り組まれているという、その基本的な考

えがあって、その反面に、指定管理者と業務委

託は対象外と、競争性をもってということなん

ですが、そのあたり、考え方がそこにあって、

今、議論があったように、どちらにスタンスを

置くかによって変わってくるんですね。外すも

のが出たり、追加するものが出たりと。だか

ら、競争性のところ、それから１億円を除いて

とかいろいろあったんですが、公募によって指

定管理者から外れたらその組織自体がなくなる

というと、随契でやってしまったほうが管理と

してやりやすい、もとに戻したたほうがです

ね。今、いろんな議論が出るんですけれども、

結局そのあたりでどう判断するかなんですが、

今、聞く中では、指定管理者制度の中での競争

性というところを重きに置かれて、除外されて

いるというふうにどうしても聞こえるので、そ

のあたりと、それから公社等改革の最初の必要

性のところで、公社等を取り巻く環境は大きく

変化して、先ほど出ましたように、民の公益性

の増進、そのあたりからするとどうなんだろう

かなと。そして、県の財政状況が厳しい、やっ

ぱりある程度そのあたりも加えていくべきじゃ

ないのかなという思いがするものですから、そ

のあたり、もう一度聞かせていただけますか。

基本的に税の使い方としてどう思っていらっ

しゃるかというところがあるものですから。

○桑山行政経営課長 指定管理料を除くことが

妥当かどうかということであろうかと思います

けれども、基本的に、指定管理というものを公

の施設について行う場合に公募をすると。そう

なりますと、極論しますと、どこが手を挙げて

くるかはわからないという状況であろうかと思

います。いわば契約の相手方として不特定多数

に対して公募をして、結果として複数の法人な

りが手を挙げてきたと。それを委員会で審査を

して相手を決める。いわば契約の当事者といい

ますか、相手方という立場が指定管理の受託を

した法人であろうと思います。その法人が県の

関与している法人であったりというところもあ

るわけですけれども、基本的には、指定管理を
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受けた法人との関係というのは、管理を受けた

以後も、今度は適正な運用についてチェックを

すべき、いわば契約の当事者、相手方として対

応する部分、当然出てまいりますので、そうな

ると一緒に改革を進めていくというような世界

とは別の分野といいますか、契約の当事者同士

という意味で除外すべきではないかというふう

に思います。

○十屋委員 ３ページのところに、対象としな

い法人については、各所管部局が指導・監督を

すると書かれてあるので、それは間違いないこ

とで、現在やられていることですから、それに

何の異論を挟むこともないんですけれども、私

が先ほどお聞きしたのは、税の使い方のところ

と制度上の仕組みの考え方の違いなのかなとい

うところを今感じたものですから、質問させて

もらったんですけれども、やっぱりある種、基

本的には先ほど課長が大事なことを言われたの

で、大切な税金をどう使うかというところの視

点に立ち返ったときには、やっぱりある程度見

直しをするべきなのかなというふうに個人的に

は思っていましたので。

○桑山行政経営課長 御指摘のとおり、指定管

理料で費やす県の支出も、全く公社等への財政

支出と同じであります。当然、指定管理の仕組

みの中でいかに最小の経費で指定管理を進めて

いくかという、そちらの方面で効率性と県民

サービスをより高めていく、そういったものを

指定管理者制度の中で財政支出の縮減なりは努

めていきたいというふうに思っております。

○福田委員 同じ件ですが、自家用自動車協会

とスポーツ施設協会、昨年の常任委員会で両方

とも話題になった団体でございまして、私も

今、鳥飼委員の話を聞いて思い出したんです

が、自家用自動車協会の設立はディーラーです

ね。構成員はどなたですか。

○桑山行政経営課長 少々お待ちください。

○福田委員 いいです。それで、当時、常任委

員会で問題になったことは、これは車庫証明の

発行をやるところですよね。車庫証明の発行を

過去をずっと独占的にやられてきたんですが、

自動車の新規登録をやる場合の諸経費をずっと

見ますと、かなり大きな金額になっているとい

うことがわかると思いますが、その中で、競争

性と書いてありますけれども、ディーラーが構

成している協会ですから、そんなに競争は働か

ないと私は見ているんですが、例えば、個人が

そんなに新しい車庫を次から次からかえるわけ

ではないですね。大体１人の人が一生の間に車

庫を２回も３回もかえることはあり得ないんで

すね。通常でありますと、２回目以降は転居等

がないとそんなに経費はかからないんです。し

かし、車庫証明としては一定金額をずっと新し

い自動車の購入者は支払いをしなくてはならな

いわけですね。そういう意味で、自動車登録に

係る諸経費の削減から考えますと、もっと競争

力を働かせるために、自家用自動車協会等につ

いてはあり方を変えるべきではないかと。国と

の関連とかディーラーとの関係とかいろいろ出

てきましたけれども、これは外に置いておくん

ではなくて、せっかくこの行革委員会ができた

んですから、しっかり検討をする必要があるん

ではないかなと、そういう気持ちを昨年の常任

委員会の論議を通じて考えました。

スポーツ施設協会等についても、文教の委員

会で論議がございましたが、これも大きな金額

ですから、除外はどうかなという感じを持ちま

した。

それからもう一つ、現地調査をしましたミヤ

チクの問題ですが、私は検討に入ってよろしい
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と思うんですが、これは国との関係がありまし

たね。当時、委員会の調査で、社長みずからお

見えでしたから、お聞きをしました。そのとき

に、宮崎県のブランドとして売り出す場合に、

宮崎県の出資が入っている、あるいは国の農業

振興・復興の出資が入っているということは、

消費者に対する安心感ということがありました

ね。その辺ぐらいかなということで私も感じた

んですが、その辺もあわせて検討をしていく必

要があるんじゃないかなと、こういうふうに考

えています。

○桑山行政経営課長 ただいまのミヤチクの件

につきましては、他県でも同じような出資構成

を持っているような団体等もございまして、配

当金が払われていないとか、そういう状況もあ

るようでございます。そういった意味では、大

きな仕組みの問題なのかもしれませんが、出資

という状況がある以上、引き続き課題としてこ

の中にとどめておきたいというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

○福田委員 検討されて結構ですよということ

です。検討されることが、この前の現地調査の

中で社長から出た意見を聞きますと、そういう

ブランド効果もあるのかというような気持ちを

持ったから、大いに検討をしてくださいという

ことです。

○髙橋委員 確認ですけれども、さっきの指定

管理の関係で、指定管理料の中の競争の原理が

働いているという根拠を説明されたわけです

が、中に公募しても１者しかなくて、その１者

がそのままストレートに指定管理になっている

ところもありましたね。視聴覚障害者協会とか

はそういうところじゃないですね。その確認だ

けさせてください。

○桑山行政経営課長 ただいまお話がありまし

た県立視覚障害者センターあるいは聴覚障害者

センターにつきまして、それぞれ視覚障害者福

祉協会、聴覚障害者福祉協会が指定管理者と

なっておりますが、ここは１者でございます。

ほかに手は挙がっておりません。ちなみに、ス

ポーツ施設協会の指定管理のところでは、２者

応募がありまして、選定の結果、スポーツ施設

協会が指定管理者となっております。

○髙橋委員 特殊なところもいろいろと配慮す

べきところはあるんでしょうが、例えばスポー

ツ施設のところはたまたま２者だったんです

ね。次のときに１者だったときはどうされます

か。

○桑山行政経営課長 県としましては、不特定

多数への公募ということをとりますので、なる

べくたくさんのところに応募していただきたい

ということでございますが、結果として１者し

か来ない場合には、粛々とその基準に従って、

基準に達すればその１者を指定管理者とせざる

を得ないというふうに思います。

○髙橋委員 当然、現にあるわけじゃないです

か。１者で指定管理で選定したところがあるわ

けですね。例えば県立芸術劇場なんかもそうで

すわ。でも、そこはたまたま今回の対象の範囲

となる、別な条件になっているわけで。そう

じゃなくて、ただいま言いましたスポーツ施設

の関係で、１者でもいいんですよ。それをたま

たま今度、範囲の見直しをされましたから、そ

この中に１者の場合は、競争が働いていないと

いうことで、指定管理料を除いて50％を下回っ

ても範囲とするかどうかという確認です。

○桑山行政経営課長 指定管理者につきまして

は、県とは、発注者と受注者というようなこと

が指定管理に関してもあるわけでございまし
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て、指定管理をやっていただく中では、県とし

ては、適正に行われているかチェックをするよ

うな立場、相対するといいますか、そういう立

場にも立つわけでございまして、入り口のとこ

ろの競争性のことをまず申し上げましたけれど

も、その後の関係にしても、県と指定管理者の

立場がそういうチェックする関係であるとすれ

ば、除いたほうがよろしいのではないかと。県

が経営に口を出すといいますか、関与するとい

うようなところは控えたほうが望ましいのでは

ないかというふうに思います。

○丸山委員長 我々の意見から総じて感じてい

ますのは、ちょっと確認をしたいんですが、今

回の改革指針を49から41に絞ったと。入った

分、減った分もあるんですが、いつまでに我々

の意見を聞いてこの41をふやすことができるの

かできないのか、その考えがあるのかないのか

をまずお伺いしたいと思います。

○桑山行政経営課長 今回、案ということでお

示しをしているところでございます。また、委

員会の御意見等を踏まえて、その辺は検討する

必要がある場合には検討したいというふうに思

います。

○山下総務部長 先ほど、行政経営課長が選定

の基準というのをるるお示ししたんですけれど

も、私どもとしては、かなり広くとったと思っ

ております。ただ、そういう中で落ちていくや

つを個々に見ると、何でこれが落ちるのかとい

うのは、先ほどからの御意見のように、いろん

なお話が出てくると思います。ただ、我々は、

ある線を引いて、その上のものについて対象と

しますよというところは、相手は法人でござい

ますし、それと県民にとって、我々がどういう

県として責務を果たすかという部分を明らかに

しないといけないという意味で、線の引き方と

いうのはそれなりに理屈といいますか、きちん

と考え方を持っておく必要がある、そういう意

味で我々の示した案で、もちろん、これを委員

会で御議論いただいた上で、こういうのは加え

るべきだと、それはこういう基準で引いたら対

象になるべきだというふうに、できればそうい

うお考えでお示しいただくとありがたいと思い

ます。

○丸山委員長 また委員協議の中で詰めさせて

いただきますので、こちらのほうの意見をまと

めて、総務部のほうにまたこういう意見が出ま

したということで取りまとめを早急にしていか

ないと、恐らく今年度中にはこの改革指針がま

とまると思っていますので、そうなると、いき

なりこれを入れてくれと言われても、なかなか

改革指針ができないというふうに思っておりま

すので、早いうちにこちらの方針を出させてい

ただこうと思っております。

ほかにございませんか。

○井上委員 公社等の改革の指針の見直しとい

うのは、本当に必要性があると思うので、しっ

かりやっていただきたいと思うんですね。この

行財政改革という言い方からすれば、公社のあ

りようというのを、改革をしていこうとしたと

きに、ただ公社をつぶせばいいとか、そういう

議論ではないと思うんです。一方では、本庁と

して持っている仕事について公社じゃないとい

けないのかということと、それはきちんと整合

性のある形をとらないといけないと思うんです

ね。本庁は何をするのか、公社は何をするのか

ということが明確でないといけないと思うんで

す。そこというのは十分に庁内の論議という

か、それはされているものかどうか、そこを

ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

○山下総務部長 まさに政権過渡期でございま
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して、その考え方というのは、恐らく相当変

わってくる部分もあるかと思います。官と民の

仕分けの問題も、特に指定管理者制度がもとも

と出てきた趣旨のその基本的な考え方のところ

から変わってくる可能性もございます。私ども

は、これまでいわゆる無駄な支出という部分

を、こういった非常に厳しい財政状況の中で、

それを縮めていきたいというのが基本にござい

まして、その基本は変わらないけれども、ただ

官と民でどこで線を引くかというところは、恐

らくこれからも多分、変遷もあると思いますの

で、線引きをどこでするかという問題はありま

すけれども、今回こういう形で新しい案をまた

立てるわけですけれども、それを３年間変わら

ずに同じような物差しでやれるというのは、こ

れはちょっとまた、留保が必要かなというふう

な気はしておりまです。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○井上委員 その他でいいですか。

○丸山委員長 はい。

○井上委員 一つお聞きしたいんですが、実は

今、私は商工建設常任委員会に所属していまし

て、入札制度改革について今、議論中です。制

度の見直しというのは順次されてはいるんです

が、きょうの午後には、知事に政策的という

か、政治的判断が非常にかかわるところが大き

いということで、委員会に知事に来ていただい

てお話をするようになっています。委員会の議

論の過程で出てきたんですけれども、公共三部

と行政経営課、いわゆる総務部がかかわって今

回の入札制度改革については、知事の政治判断

も含めて、官官のああいう事件があったという

ことも踏まえた上での入札制度の改革だったん

ですね。あのときの知事の政治的なマニフェス

トによるメッセージ性と、それと現実の今の業

界の疲弊といいますか、地方の今の公共事業が

減ったことも含めてですけれども、そういう周

りを取り巻く環境によって違ってきているとい

うのは事実なんですよ。それで、総務部の言う

行財政改革の中での入札制度改革が占める部分

といいますか、そこに期待するものというのは

どの状態にあるのか、今でもその状態はどれほ

どの期待度があるのか、そこをちょっと聞かせ

ていただきたいと思います。

○山下総務部長 難しい御質問ですけれども、

先ほど、行財政改革、やはり我々、財政が非常

に厳しい中でというふうに申し上げましたが、

一方で行財政改革の５つの項目の中で言ってお

りますのは、やはり職員の意識改革なり、ある

いは透明性の向上ということを言っております

ので、単純に財政的にということだけでもない

のかなという気はしております。

○井上委員 公共三部が財政の改革というか、

できるだけ絞ろうということを考えて、皆さん

が決めたときのこの入札制度改革については、

そういう視点ではなかったというふうに理解し

ていいということですか。

○山下総務部長 やはりあの不幸な事件を前提

に、透明性の高いということを基本に据えたん

だろうと思います。

○井上委員 そこの視点だけで、財政的に期待

するものだけではなかったというふうに理解し

ていいということですか。

○山下総務部長 財政的にも当然期待される部

分はあるんですけれども、ただ、やはり入札制

度改革は透明性の信頼回復というのが根本だと

思います。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○丸山委員長 なければ、総務部の説明を終わ

りますが、先ほどもお話ししましたとおり、今

後、改革指針の、今、41ですけれども、この

後、委員協議をさせていただいて、私のほうか

ら総務部のほうに直接お伝えするというスタン

スでよければ、そのようにさせていただこうと

思いますが、委員の皆さん、よろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのようにさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。

ないようですので、以上をもって総務部の概

要説明を終わります。総務部の皆さん、退席さ

れて結構でございます。御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時２分休憩

午前11時４分再開

○丸山委員長 委員会を再開いたします。

先ほど、総務部のほうから説明がありました

けれども、範囲に関していろいろ御意見を賜っ

たと思っております。いろいろ意見も出ました

ので、私のほうで集約といいますか、ある程度

見たときに、指定管理料もしくは一般競争で

も、やはり県がかなり支出しているんじゃない

かというところは、何らかのもう少し基準を入

れてやるべきじゃないかという意見が多かった

というふうに思っております。その中で見たと

きに、県からの財政支出割合が、県としては指

定管理料をのければ50％以下のところは外して

いるんですけれども、この数字を見たときに、

３ページのところをよく見ていただければわか

りやすいと思っていますが、例えば、31番の視

覚障害者福祉協会、もしくは治山林道協会もな

りますか、またプラス、50番の自家用自動車協

会、80％以上の財政支出がありますので、こう

いった一定の基準として80％を超えているとこ

ろは、かなり県からの財政支出等が多いとなれ

ば、なおかつ、県からの職員、ＯＢなりが関与

をしているんではないかというような部分もあ

るところは、当委員会としては、今回の改革指

針の項目に挙げるべきではないかというような

ことで、個別個別で出すのか、もしくはある程

度の基準で出したほうがいいのかというのでさ

せていただければと思っていますが、こうい

う80％以上とか、かなり関与が高いんじゃない

かと、さらに人も行っているじゃないかという

ような基準で要望を出させていただければと思

いますが、御意見を賜りたいというふうに思い

ます。

○井上委員 委員長の意見に賛成します。

○丸山委員長 ２ページにも男女共同参画推進

機構、これが指定管理料を入れると98％という

ことになりますので、そういったところもやは

りいくべきなのかというのを、その場合、ここ

は職員が行っていないということになるもので

すから、「かつ」にするのか、「また」にする

のかということで、どちらのほうがいいかとい

うので御意見を賜ればと思いますが。

○井上委員 基準で線引きをしたほうがいいと

思うんです。今、委員長が言われたよう

に、80、それとＯＢが行っているというところ

については該当させたほうがいいと思います。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

○河野哲也委員 指定管理者という制度そのも

ので、結局、我々の委員会が対象にする、しな

いというのは、改革させるということですね。

ということは、結局、これで例えば対象にする

ということで、じゃ、我々がどうさせようとす

るかと考えたときに、指定管理者制度の中でそ
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ういう改革が、結局、基準見直しとか内容見直

しとかができるものであるならば、我々の委員

会で扱う必要があるかどうかという部分で、対

象にするかどうか、よくわからないので。

○丸山委員長 恐らく、この指定管理を認める

ときには、３年とか５年のときに委員会に一度

報告して、その後はなかなか報告というもの

は、経営の状況とかがはっきりわかってきてい

ないということでありますので、それをちゃん

と行政のほうが公のホームページ等を使って今

後公開していくという形になっていくんだろう

というふうに思っています。そのかわり、この

後、議論させていただきたいんですが、議会の

ほうには報告するということにまだなっていな

い状況なんですよ。指針をつくっただけという

ような改革案でありますので、その後、できれ

ばそういったところを含めて今後、議会のほう

に報告していただいて、議会のほうから、ここ

とここは経営はこうだから、もう少し統合した

ほうが効率よくなるんじゃいかというような助

言・指導を県のほうに伝えて、県のほうがその

後、公社等のほうに助言・指導をしてほしいと

いう努力義務しか、こうしなさいというのはな

かなか難しいと思っているんですが、第一歩と

してその土俵に上げるかどうかというふうに私

は考えているところなんですけれども。

○鳥飼委員 一定の基準を、先ほど、①と②の

（ア）と（イ）とあったんだけれども、その中

に基準を明確に設けて、それに合致をするもの

についてやっていくと、合致をしないものはや

らないと。指定管理者をうたっていないんだか

ら、後で指定管理者については、競争がありま

すから、これは入れないんですよと言われて

も、それはちょっと話が違うんではないかと。

どうせ入れるからには前のほうに入れて、指定

管理者はこうこうしてこうだというふうに入れ

るか、やっぱり統一した基準を置くべきだと思

うんですね。それに合致をする分について、

やっていくようにしたほうがいいと思います。

○丸山委員長 では、まとめさせていただきま

すが、できますれば、当委員会の意見として

は、その統計によって県からの支出が80％以上

のもの、かつ、ＯＢが行っているということが

いいのか、ＯＢは行っていない、例えば先ほど

言いました21番のほうはＯＢは行っていないん

ですけれども、98％で指定管理料になっている

んですが、こういうところは省いてもいいのか

という、そこだけ確認をさせていただきたいと

思います。

○星原委員 出資している、要するに税金だか

ら、それの数字でパーセントを幾らにするかを

決めたら、それは入れてもいいと思います。

○丸山委員長 それでは、まとめさせていただ

きます。法人への県の財政支出割合が80％以上

のものはＯＢが行っていようが行っていまい

が、関係なく対象としてほしいというような意

見で取りまとめてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 では、そういう形で決めさせて

いただこうと思います。取りまとめは一応文章

化して総務部のほうにはお伝えをしたいという

ふうに思っておりますので、それでよろしけれ

ば、一任していただければありがたいと思いま

す。

それでは、協議に続きますが、協議事項

（１）の出資法人等への関与事項を定める条例

についてであります。

当委員会では、これまで、抽出した個別公社

等について、県の関与状況等を調査してまいり

ましたが、公社等の健全な運営を確保していく
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ためにも、今後引き続き、県議会として、公社

等と県のかかわり方を監視していく必要がある

のではないかと考えております。その一つの方

法として、他県においては、「出資法人等への

関与事項を定める条例」を定めて、これに基づ

き、知事等に公社等の経営評価を実施させ、そ

の結果を県議会へ報告させる仕組みをつくって

いる例があります。そこで、本日は、当条例に

関する各県の状況について、事務局に説明して

もらい、その後、委員から当条例に関する御意

見をお伺いしたいと思っておりますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、書記より説明させて

いただきますので、よろしくお願いいたしま

す。

○松下書記 それでは、御説明いたします。お

手元の資料１をごらんください。出資法人等へ

の関与事項を定める条例についてであります｡

まず、全国の状況ですが、同様の条例を制定

している府県は７府県でありまして、京都府、

大阪府、宮城県、福井県、島根県、茨城県、三

重県となっております。茨城県のみが知事提案

ですが、そのほかは議員提案の条例となってお

ります。なお、茨城県につきましても、議会の

ほうに「県出資団体等調査特別委員会」という

のが設置されていて、そこでの議論を受けて、

執行部側が条例提案に至ったということであり

ます｡

次に、条例の概要についてでありますが、別

紙のほうの主な府県の例によりまして、具体的

な例を説明したいと思いますので、後ほど、説

明いたします。

その前に、下の参考のところですが、公社等

の経営を監視・評価する制度の本県の状況につ

きまして、改めて主な２つを御説明しておきま

す。まず１つ目が、経営状況の議会への報告で

ありまして、これは、地方自治法に基づいて、

県が２分の１以上出資している法人に対して各

法人の経営状況を説明する書類を議会へ提出さ

せるものです。経営状況を説明する書類という

のは、いわゆる事業計画書と決算書でありまし

て、これが毎年６月定例会に報告されておりま

す。

なお、下の注ですが、国の第29次地方制度調

査会において、この議会報告対象法人を「２分

１以上出資」から「４分の１以上出資で条例で

定めるもの」に拡大すべきとの答申がなされて

おりまして、今後、地方自治法の改正が見込ま

れているところであります｡

次に、２つ目の制度としましては、公社等の

点検・評価制度、これがいわゆる行政経営課が

行っている公社等経営評価であります。これ

は、公社等改革指針に基づきまして、指針の改

革対象公社等について、各公社等の改革の進捗

状況や経営状況について点検・評価を行いまし

て、その結果をホームページで公表しているも

のであります。これは毎年12月下旬にホーム

ページで公表されております。

それでは、２枚目の別紙のほうをごらんくだ

さい。条例の主な府県の例であります。ここで

は、施行日の新しい順に京都府と大阪府、それ

と来月の県外調査でこの条例の運用状況を調査

する候補となっております島根県の条例を記載

しております。

では、京都府の条例をごらんください。ま

ず、第１条、目的ですが、この条例は、府の出

資法人へのかかわり方を定めることにより、府

が出資法人を通じて実現しようとする行政目的

の効果的かつ効率的な達成を図るとともに、公
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正で透明性の高い府政のさらなる推進に寄与す

ることを目的とするとなっております。

第２条、定義ですが、ここでは条例の対象と

する法人の範囲を定めております。この条例に

おいて、「出資法人」とは、府が資本金、基本

金その他これらに準じるものを出資している法

人であって、次の各項のいずれかに該当する法

人をいう。（１）府の出資割合が４分の１以上

の法人、（２）府の出資割合が４分の１未満の

法人のうち、その業務が府の事務または事業と

密接な関連を有する法人であって、前号に規定

する法人に準じて取り扱う必要があるものとし

て規則で定めるもの、この２つの条件がござい

ます。第２項、この条例において「経営評価」

とは、出資法人の設立目的を踏まえ、事業が効

果的かつ効率的に実施されているかどうかにつ

いて、当該出資法人みずからが事業全体を分析

し、総合的に評価を行うことをいう。

第３条、府は、出資法人の設立目的を踏ま

え、出資法人との協働により、府民福祉の向上

に努めなければならない。

第４条が経営評価についてですが、知事、教

育委員会、公安委員会は、出資法人に対し、事

業年度終了後に当該年度の経営評価の報告を求

めるものとする。出資法人は、前項の規定によ

る求めがあったときは、知事等に対し経営評価

の報告を行わなければならないとなっておりま

す。

次に参りまして、第５条、議会への報告等で

ありますが、知事等は、毎年度、前条の規定に

よる報告の内容について議会に報告するものと

する。第２項、知事等は、議会が必要と認めた

ときは、前条の規定による報告に対する知事等

の評価について議会に報告するとともに、これ

を公表するものとする。

第６条、知事等への意見、議会は、府が出資

している法人の健全な運営の確保を図るために

必要があると認めるときは、知事等に対し、そ

の議決により意見を述べることができる。第２

項、知事等は、前項の意見を尊重し、当該法人

に対し、その権限の範囲内において助言、指導

その他の適切な措置を講じるよう努めるものと

する。

第７条、自律的運営等への配慮、知事等は、

前３条の規定の適用に当たっては、府が出資し

ている法人の自律的運営及び府以外の出資者の

利益を損なわないよう配慮しなければならな

い。

第８条は省略いたします。

附則の第２項、第４条の経営評価、第５条の

議会への報告の規定は、この条例の施行の日以

後に事業年度が終了する出資法人の当該事業年

度に係る経営評価から適用するとなっておりま

す。

京都府でいいますと、20年４月が施行ですの

で、20年度分について、21年度、今年度の議会

で報告される予定となっているということを

伺っております。

１枚戻っていただきまして、大阪府と島根県

につきましては、おおむね同様の内容となって

おりますので、説明は省略いたしますが、それ

ぞれの第２条の条例の対象法人の定め方が異

なっておりますので、この点だけ御説明いたし

ておきます。

大阪府の第２条、これらの条例において、

「出資法人等」とは、資本金、基本金その他こ

れらに準ずるものの府の出資割合が４分の１以

上である法人で、府の行政運営と密接に関連性

を有するものとして当該法人を主管する知事等

の規則で定めるもの及び出資法人以外の法人の
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うち、府が財政的援助または人的援助を行うこ

とによりその運営に多大な影響を及ぼしている

法人で、知事等の規則で定めるものをいうと

なっておりまして、京都府の場合は、出資法人

と限定をしておりますが、大阪府の場合は、出

資法人及び出資法人以外の法人で、財政的援助

が多大で規則で定める法人を対象としておりま

す。

島根県の第２条、こちらは第２項になります

が、この条例において「評価対象法人」とは、

別表に掲げる県の人的及び財政的支援の状況並

びに県の出資の割合から、経営評価を実施する

必要があると認められる出資法人をいうという

ことで、島根県は、一定の基準は設けているん

ですが、別表形式で羅列して対象法人を決めて

いるという状況です。

説明は以上です。

○丸山委員長 説明が終わりました。それで

は、質疑といいますか、御意見等がありました

ら、発言をお願いしたいと思っております。な

お、先ほど説明がありましたように、この後、

協議もするんですが、来月の県外調査で、一

応、島根県のほうにはこの条例ができてどう

だったのかということを含めて調査するように

しております。参考にしていただければありが

たいと思っております。

○井上委員 出資法人との協働等のところで、

京都府は「出資法人との協働」、大阪府は「自

律的運営等への配慮」、そして島根県は「県の

責務」となっておるんですけれども、この責務

というのと、この２つの府との違いというのは

何かわかるんですか。

○丸山委員長 私のほうからなんですが、条例

をつくるかつくらないかというのを含めて､まず

それから入った後、細かく､これを参考にしてい

ただいてやっていただければありがたいのかな

と。今後つくるべきなのか、つくらざるべきな

のかをできるだけ早目に協議をしていただけれ

ばと、細かく入る前に、それをまず協議してい

ただけると助かるかなと思っております。

繰り返しになりますが、今の状況が地方自治

法上では50％を出資しているものだけが、ここ

に書いているとおり、事業計画び決算だけが出

ているんですけれども、評価とか何もついてい

ない状況で、チェックがかかっているのかとい

うのが非常にあいまいだというふうな思いがあ

るものですから、②にある公社等の指針を、改

めて今年度中に新しい指針をつくりますので、

それをしっかり議会としてもチェックできるよ

うな体制をやるべきではないのかなという思い

がありまして、そのチェックをするためには、

条例等を定めないと議会のほうには報告しても

らえないという形になるんじゃないかなと思っ

ております。

そのかわり、今は毎年６月の定例県議会で報

告していただいているんですが、６月に間に合

うのかというと非常に厳しい面もあるんではな

いかと。今度、条例化して報告してもらうとな

ると、議会の日程もちょっと窮屈な面もあるか

もしれませんけれども、その辺は議会のチェッ

ク機能の強化ということで御理解を賜って、各

常任委員会ごとにチェックをしていただくスタ

イルになるんではないかなという思いがありま

すので、そういった方向で進めてよければ、ま

ずは条例を制定すべきなのかどうかをお伺いし

たいなと思います。

○緒嶋委員 経営評価とかそれぞれの法人に対

する緊張感を持って経営をやっていただくとい

う意味からも、議会の責務として、条例化して

明確な議会のチェックまでできるようにしてお
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くことが必要じゃないかと。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 今、緒嶋委員のほうから条例化

をしてしっかりチェック機能の強化をやるべき

という意見が出ましたので、当委員会として

は、そのように条例を検討すると。いつまでと

いうのではなく、検討するということをまず決

めさせていただいて、この条例化に当たりまし

ては、県議会のルールがある中に、各会派集

まった中で検討会議を開いていただいて、その

後、その検討会議の中でそういうことであれば

特別委員会の中で細かい条例はつくってくださ

いという指示があれば、その中で動くというふ

うになると思っておりますので、一回検討会議

のほうに当委員会の意見として、こういう関与

条例をつくりたいんだがという申し出をさせて

いただいてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのように条例を検

討するというのを決めたということで、検討会

議のほうに申し入れをさせていただこうと思い

ます。

次に、協議事項（２）でありますが、県外調

査についてであります。前回の委員会で一任を

受けましたので、正副委員長のほうで調査日程

案を資料２のとおり作成しておりますので、ご

らんください。当委員会の調査事項として、公

社等出資団体等に関すること、行政改革に関す

ること、予算編成のあり方に関することの３つ

に配慮しながら、調査先を選定いたしました。

日程の詳細について御説明いたします。ま

ず、10月28日、佐賀県庁で本部制システムに関

する調査であります。本部制システムとは、庁

内分権と言われており、本庁の各部に予算編成

や人員配置の権限をおろして、各部がみずから

の責任と判断で各部内の予算や定数の配分を決

定できる仕組みということであります。今回の

調査では、このシステムの導入効果や課題等に

ついて、調査を行う予定であります｡

翌29日は、島根県庁で出資法人等への関与事

項を定める条例及び鳥取県庁でトータルコスト

予算分析、予算編成過程の公開に関する調査に

ついてであります。トータルコスト予算分析と

は、予算編成において、通常は別々に計上され

ている事業費と人件費を、あわせて表記するこ

とにより、各事業の本当のコストを表現して、

より実質的な費用対効果の判断ができるように

するものであります。今回の調査では、この取

り組みの導入効果や課題等について、調査する

予定であります｡

最終日の30日は、岡山県庁で総合的な出先機

関の設置に関する調査であります。岡山県で

は、昭和49年に、出先機関を生活圏ごとに整

備・統合し、地方振興局という総合的な出先機

関を設置しており、また、平成17年度からは、

それらをさらに広域化させた県民局に再編する

など、総合的な出先機関の設置において、全国

に先駆けた取り組みを行っております。今回の

調査では、総合的な出先機関設置の現状と課題

等について、調査する予定にしております｡

以上が日程の詳細についてでありますが、調

査日が迫っておりますので、この日程案のとお

り進めたいと思っておりますが、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、諸般の事情等により、若干の変更が出

てくることがあるかもしれませんので、その点
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につきましてはあらかじめ了解をお願いしまし

て、正副委員長に御一任をいただきたいと存じ

ます。

なお、後日、書記が調査の出欠について確認

をいたしますので、よろしくお願いいたしま

す。

次に、協議事項（３）でありますが、次の委

員会についてであります。その前に、初回の委

員会で決定しました当委員会での活動計画に修

正の必要が出ておりますので、御了解いただき

たいと思います。具体的には、11月上旬の委員

会についてですが、11月10日に予定しておりま

したが、11月９日（月）に、１月のほうは、１

月26日が１月28日（木）に変更になっておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。そ

のように決定してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、次の委員会についてであります。

次の委員会では、県外調査で調査した内容に関

連した事項について、執行部から説明を求めた

いと考えておりますが、委員の皆様から執行部

に対する説明や資料の要求について、何か御意

見、御要望等はございませんか。

なければ正副委員長のほうに一任していただ

ければ幸いと思いますけれども、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、正副委員長に一任し

ていただきましたので、そのように進めさせて

いただきます。

最後に、その他で何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 では、次の委員会の活動は、先

ほど言いましたとおり、10月28日（水）からの

県外調査となりますので、よろしくお願いしま

す。

なお、次の委員会は、11月９日（月）を予定

しております。よろしくお願いいたします。

それでは、本日の委員会を終わります。

午前11時33分閉会


